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報 告 書 

 

Ⅰ．はじめに 

本件は匿名により多様な手段を用いて研究不正等に関わる事項について疑義を指摘しているもの

であり、その取り扱いについては、平成１９年１月２３日付け教育研究評議会において承認された

本学研究推進審議会研究倫理専門委員会策定の「研究活動における不正行為への対応ガイドライン」

（以下、「本学ガイドライン」という。）に照らし合わせた場合、匿名であることにより告発として

正式に受理すべきものには該当しない。この取扱いは、告発においては、正確かつ透明性のある公

正な調査を行うために顕名を条件としていることによる。一方、本学の上記ガイドラインにおいて

は、研究不正に関する相談は、匿名においても受け付けることとしており、その場合には、告発と

同様にその内容を確認・精査し、相当な理由があると認めた場合あるいは指摘の内容に応じて部局

長の判断で調査を開始することが出来るとしている。 
本件については、対象者が本学の最高責任者であること、疑義内容を記した文書が広く社会に流布

されていることに鑑み、国立大学法人東北大学として説明責任があると判断し、内容を裏付ける相

当な理由は示されていないが、本件について部局長に相当する研究担当理事の判断により「相談」

として受付け、特例的に対応することとした。本学ガイドラインに依れば、本調査への判断に先立

って「予備調査委員会」の設置が定められているが、このプロセスは顕名による告発を対象として

いるため、本件のような相談を対象とした特例的な扱いは規定されていない。そのため、今後の取

り扱いを定めるための対応を検討するために「予備調査委員会」とは別の委員会として対応するこ

ととした。すなわち、匿名の相談に該当する場合の「相当の理由」あるいは「指摘されている疑義

の具体的な事実関係」を予備的に調査するために「対応委員会（委員長：研究担当理事）」を設置し、

指摘事項に関する合理的根拠について、客観的事実、公表論文及び指摘されている試料そのものと

は異なるが、その後の研究において同様な組成で作製された試料の存在及びその公開性（関連研究

者への試料の提供等）、対象者等からのヒアリング及びマスコミ等からの取材申し込みに対する対象

者の回答とその根拠等をもとに判断することとした。 
「対応委員会」の予備的な調査により、指摘されている疑義について合理的な根拠が認められる相

当の理由があると判断した場合には、本学ガイドラインにしたがって「調査委員会」を設置して、

本調査を行うこととした。一方、研究費不正使用に対する疑義については、平成１８年６月３０日

付けの研究担当理事裁定「研究不正の防止に係る体制整備について」において、研究費の不正経理

に対する調査は、予備調査を部局が行い、その判断を経て「監査室が、当該部局と連係・協力して

事実関係の調査を行う。」こととしているが、研究不正と同様な理由で「対応委員会」を設置し、予

備的な調査を行った。 
「対応委員会」は、人文科学、理工学及び医歯薬学分野の教員による学内委員及び外部専門家によ

り構成し、客観性及び公正性の確保に努めた。なお、研究費不正使用に対する調査については、調

査過程において監査機能を強化するため、対応委員会に事務職員を加えて調査委員会とし、調査を

行ってきた。本報告書は、本学最高責任者の研究等に関わる不正等の疑義について、その投書内容

に対し個々の事実関係について調査し、指摘されている研究活動における不正行為に関わる合理的

根拠の有無及び研究費の不正使用等の事実の有無について判断を行い、その結果を報告書としてま

とめたものである。 
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Ⅱ．投書等の送付日と宛先 

・平成１９年５月２５日付け投書（匿名） 

※ 投書の宛先：①文部科学省、②報道関係者、③金属材料研究所長 

  ・平成１９年６月６日付け投書（匿名） 

※ 投書の宛先：①東北大学関係者（５月２５日付けの①②の投書内容も同封） 

・平成１９年８月１７日付け投書（匿名） 

※ 投書の宛先：①文部科学省、②報道関係者 

③東北大学経営協議会委員、東北大学教育研究評議会評議員 

 （８月１７日付けの①②の投書内容も同封） 

・平成１９年９月７日付け投書（匿名） 

※ 投書の宛先：①東北大学教育研究評議会評議員、②文部科学省（①の写し） 

・平成１９年９月７日付け投書（差出人が宛先名と同名のもの） 

※ 投書の宛先：①東北大学教育研究評議会評議員（内容は、匿名のものと同） 

・平成１９年１１月２日付け投書（匿名） 

※ 投書の宛先：①東北大学教育研究評議会評議員 

・平成１９年１１月１２日及び１４日付け投書（匿名：「東北大学 材料研究グループ」名） 

※ 投書の宛先：①文部科学省事務次官 

・平成１９年１１月２８日付け投書（匿名：「東北大学 材料研究グループ」名） 

※ 投書の宛先：①報道関係者 

・平成１９年１２月１７日付け投書（匿名） 

  ※ 投書の宛先：①東北大学教育研究評議会評議員 

 

Ⅲ．投書の内容（概要） 

１．研究活動関係（指摘内容は大別して「大きな試料の作製への疑義（略記（大））」「他者による

再現性（略記（再））」「データの示し方及び信憑性（略記（信））」に分類することが出来るので、

後の結論における取り纏めのためにそれぞれの指摘事項についてその分類を示す。） 

   

※ 指摘投書：５月２５日付け投書、８月１７日付け投書、９月７日付け投書、 
１１月２日及び１４日付け投書、１１月２８日付け投書、１２月１７

日付け投書 
①．Thermal and Mechanical Properties of Ti-Ni-Cu-Sn Amorphous Alloys with 

a Wide Supercooled Liquid Region before Crystallization    

By Tao Zhang and Akihisa Inoue： Mater．Trans．，Vol.39(1998)，1001-1006． 

 

     この論文は、Ti基で初めて直径 3㎜あるいは 5㎜のバルク（金属）ガラスが出来たとの

報告。 

ⓐ （再）追試した複数の研究者間（井上氏の研究グループを含む）では、結果が再現

できないとして内容に疑問がもたれている。 

ⓑ （信）ガラス形成の可否確認には、通常 X線回折パターン（XRD）が示されるが、本

論文では急冷リボンの XRDは示されているが、なぜかバルクガラスの XRDは示され

ていない。 

ⓒ （信）報告されている DSC曲線において 3㎜と 5㎜のサンプルの結果が殆ど同じで

ある点も不可解との指摘もされている。 
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②．Fabrication of Bulk Glassy Zr55Al10Ni5Cu30 Alloy of 30 mm in Diameter by a 

Suction Casting Method 

By Akihisa Inoue and Tao Zhang： Mater．Trans．，Vol.37(1996)，185-187． 

 

     本論文は、直径 30㎜サイズのバルク（金属）ガラスが出来たとの報告。 

ⓐ （再）追試した複数の研究者間では、微細な結晶が現れてこの結果は再現できない

との疑問がもたれている。 

ⓑ （信）本論文には、ガラス形成の可否確認に使われる X線回折パターン(XRD)が示さ

れているが、詳細にみると微細結晶の存在を暗示する兆候が認められる（オリジナ

ルデータの確認が不可欠）。 

ⓒ （信）微細結晶の存在を暗示する兆候をぼかすために、論文に提示する XRDパター

ンについては、測定のスキャンスピードの調整あるいは加工等が試みられたのでは

との指摘もされている。 

 

③．Fabrication of Bulky Zr-Based Glassy Alloys by Suction Casting into 

Copper Mold 

By Akihisa Inoue and Tao Zhang： Mater．Trans．，Vol.36(1995)，1184-1187． 

 

      本論文は、②の論文の前段階の結果と考えられるもので、直径 16㎜で、長さ 70㎜（7 ㎝）

のサイズのバルク（金属）ガラスが出来たと報告。 

ⓐ （信）本論文では、ガラス形成の可否確認に使われる X線回折パターン(XRD)が、直

径方向と長さ断面方向（70㎜の中のどこか 1ヶ所と思われる）について示されてい

る。ただし、合金組成に依存するが、薄帯状のリボンサンプルでも、サンプルの場

所による違いやサンプル製造ランごとの違いが認められるという金属ガラスの常識

から、長さ 70㎜の長さ方向断面の複数の場所について、ガラス形成の可否確認を行

うことが研究者の良識と思われるが、それは実行されていない。 

ⓑ （信）②の論文の場合と同様に、微細結晶の存在を暗示する兆候をぼかすために、

測定のスキャンスピードの調整あるいは加工等が試みられたのではとの指摘もされ

ている。 

 

④. Preparation of 16mm Diameter Rod of Amorphous Zr55Al7.5Ni10Cu17.5 Alloy 

By A.Inoue,T.Zhang,N.Nishiyama,K.Ohba and T.Masumoto：Mater．Trans．

JIM, Vol．34(1993)，1234-1237． 

 

本論文は、②及び③の論文の源に相当する研究結果と考えられるもので、組成が異なる

が直径 10㎜ 16㎜で、長さ 150㎜（15㎝）のサイズのバルク（金属）ガラスが出来たと

報告し、更に大きなサイズのバルク（金属）ガラスができる可能性を予測している。 

ⓐ （大・信）本論文で示されている、ガラス形成の可否確認に使われる X線回折パタ

ーン(XRD)は、②の論文の場合と同様に、詳細にみると微細結晶の存在を暗示する兆

候が認められる。とくに直径 16㎜のサンプルの結果。 

ⓑ （信）本論文では 150㎜（15㎝）の長さ方向断面の X線回折パターンが示されてお

らず、もちろん長さ方向断面の複数の場所について、ガラス形成の可否確認を行っ

ていない。 
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ⓒ （大・信）本論文の特徴は、Title や Abstract では直径 16 ㎜のバルク（金属）ガ

ラスが出来たと報告しているが、本文では the bulk alloys consist of an almost 

completely amorphous phase という表現を使っている。 

（②及び③の論文は、この④の論文の課題が解決したと解釈できる） 

 

⑤ （大）井上氏のグループでは、他の研究者が追随できないような大きなサイズのバルク

金属ガラスのサンプルを数多く展示し宣伝している。しかし、これらの展示サンプルが

間違いなくバルク金属ガラスと認定できるものであることを立証するような科学的基礎

データの提示はされていない。 

 

⑥ （対応外）同時に、これら４つの論文でも、異常に高い自己引用率が容易に確認できる。 

 

    ⑦ （再）（金研教授会が客員教授として招聘を決めた）関係者が過去に来仙した際、同人に

対して複数の研究者が再現性について説明を求めた事実、同人が複数の研究者の要請を

しぶしぶ受ける形で実験した事実とその結果等が既にある。 

 

    ⑧ （大・再）指摘が幾つかの研究グループから独立にだされたにもかかわらず、本学トッ

プはこの１０年間全く説明していない。研究者責任が著しく欠如している。 

      ・「井上が報告した Zr55Al7.5Ni10Cu17.5合金については（井上らと同様な条件で実験）、直径

4mm以下でのみアモルファスが確認できた → 直径16mmサイズの大きなアモルファ

スはできない。」       （１９９６年ドイツベルリングループ） 

・「井上らが最高のガラス形成能を示すと報告した Zr55Al7.5Ni10Cu17.5合金、同一冷却条件で

実験した試料において、表面層 1mm以下でのみアモルファスであることが認められた 

→ 直径 16mmサイズの大きなアモルファスはできない。」 

（１９９６年フランスグループ） 

※ （信）通常、材料分野では、新しい材料が発見できた場合、その材料について機械

的性質、電気的性質などの種々の特性を測定して報告する。 

    ⑨ （信）最近では自らが執筆者となっている総説等で引用しない不可解な事実が認められ

る。 

 

２．研究費等関係 

※ 指摘投書： ５月２５日付け投書、６月６日付け投書、８月１７日付け投書 

９月７日付け投書 

    ① 誇大宣伝をエスカレートさせて、さらなる公的予算（税金）の獲得と、無駄使いの画策

に取り組んでいる。 

② 特定業者との癒着。 

    ③ 公的予算で購入した装置を会計検査期間中のみ学内に移動させる工作等。 

    ④ ＲＩＭＣＯＦや大阪センター設置・運営に関わる不適切・不明朗事項。 

    ⑤ 自らが社長のベンチャー企業が支援する、通称ＲＩＭＣＯＦプログラムも極めて不透明。

ベンチャー企業は癒着企業Ｍ社内にあり、別の癒着企業Ｓ社の社員が、ここ何年も継続

して金研の客員教授を占める現状等も不可解。 

 

 ※ 指摘投書： ５月２５日付け投書、８月１７日付け投書、９月７日付け投書 
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⑥ １５０億円を越える国家予算を使っても、バルク金属ガラスの実用化実績はゼロ。 

    ⑦ 他人のアイディアの搾取やアイディアを出し抜く形での特許申請。 

      （代表例は、法的手段に訴えると言われて申請を取り下げた産総研との悶着） 

    ⑧ 大阪センター設置に際し、大阪府がホームページで金研の開発事例として紹介する「関

西空港の屋根、金属バット」等は確認できない。 

（研究成果の誇大宣伝の繰り返し） 

 

３．その他関係 

※ 指摘投書： ５月２５日付け投書、８月１７日付け投書、９月７日付け投書 

１１月１４日付け投書、１１月２８日付け投書 

    ① 世界トップレベル研究拠点プログラム等も、一部の関係者・支援者を軸に案を調整し、

自らの関係者の膨張施策を目指している。 

② 教員が不正な経理処理をした事実を確認しても、公表せずに学内処理してしまう体質が

認められる。 

    ③ 学内に中立的な調査委員会等の設置情報は皆無。唯一（とても適正措置とは思えないが）

関係部局が調査内容に関係する一人を客員教授として招聘したとの情報。 

    ④ 東北大学の研究不正防止関連事項の整備は、関係者の人権等が適切に保護され公正な調

査・結果公表が保証される整備内容とは思えない。 

    ⑤ 部局の責任者等が、すでに調査らしき行動をしたり、なぜか関係者の一人を客員教授と

して招聘することを教授会決定したり、ごく最近では驚いたことにメールを使用して内

部調査的な活動が行われる等、不適切と思われる兆候が認められる。 

    ⑥ 本学内にも、金属ガラスの構造と物性に関する世界的権威がおられます。前述の保護条

件を整備した環境下における調査で、これらの専門家の意見も伺うことが重要。 

    ⑦ 「最初から問題なし」の結論で対応しようとしている調査委員会。 

    ⑧ 東北大学執行部から、部局長連絡会議、教育研究評議会等においても、大学の対応等に

関する一切の説明がないので、学内構成員に実情は全く不明。 

 

 

Ⅳ．対応・調査の概要 

 １．対応委員会及び調査委員会の設置の趣旨及び経緯 

対応委員会は、研究活動及び研究費に関する告発内容に対し個々の事実関係について予備的な

調査を行うことを目的として研究担当理事の下に設置し、対応してきた。研究費に関しては調査

過程において聴き取り調査等の必要が生じたため、対応委員会から調査委員会に移行した。 

 

２．対応委員会及び調査委員会の開催 

対応委員会は次により開催した。また、調査委員会の開催は対応委員会との合同開催を基本と

した。 

開催年月日：平成１９年６月５日から平成１９年１２月２２日まで 計１４回開催 

      （うち後半８回は合同委員会） 

３．対応・調査の手順 

調査（予備的調査を含む）においては、指摘を受けた項目について、実態の有無を論文の精査

と、関係者からのヒアリングを中心に実施した。 
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・客観的事実や公表論文、指摘されている試料そのものとは異なるが、その後の研究において

同様な組成で作製された試料の存在及びその公開性（関連研究者への試料の提供）等の精査 
・聴き取り調査及びマスコミ等からの取材申し込みに対する対象者の回答とその根拠等の調査 
・対応委員会としてのヒアリング対象：総長、教員１名 

・調査委員会としてのヒアリング対象：教員１名、事務職員１名、技術職員１名 

  

４．各委員会での内部的取り決め事項 

・本学ガイドラインに準拠して予備的調査並びに調査を進めること 

・委員会構成委員の守秘義務 

・告発者・被告発者を含む関係者の権利・利益を最大限保護すること 

・調査（予備的調査を含む）にあたっては、先入観を持たず実施すること 

・委員会は、事実関係の有無に基づき、申し立てられている疑義の合理的な根拠について判断す

ること。特に対応委員会については判断結果に基づいて調査委員会として本調査を開始すべき

かどうかを判断すること。 

 

５．調査の前提 

顕名による告発もしくは相談であれば、本学ガイドラインにおいて、「告発者は、本学が行う

調査に協力を要請される」とし、また、「相談した者は、通報窓口の行う相談内容の確認・精査に

必要な情報を提供するなど協力をしなければならない」としていることから、相談者の協力を得

て確認・精査に必要な情報を得ることが可能であるが、本件は匿名による疑義の指摘のため、調

査（予備的調査を含む）において使用した資料及びヒアリングの内容等について、対象者間の発

言の矛盾の有無や必要な資料との整合性（資料間の整合性を含む）について、可能な限り調査・

検討を実施したものである。 

 

６．調査報告書の外部学識経験者によるレビューと客観性確保 

  本対応委員会においては客観性を確保するために外部委員1名を構成委員に加えているが、本

報告書を取りまとめた段階で、本予備調査の内容並びに手順についてその客観性の妥当性を検証

するために外部学識経験者 2 名にレビューをお願いした。1 名はより専門的な視点から、もう 1

名は調査手法、手順等の視点からのレビューである。 

  

Ⅴ．調査結果（予備的調査を含む） 

１．研究活動関係 
論文等に関わるバルク金属ガラスの作製の再現性について 
相談の多くは、バルク金属ガラスの作製の成否及び再現性に関わるものであり指摘事項の個別

の疑義の内容についての予備的調査結果及び判断は資料５「１．投書内容の「研究活動関係」に

係る論点整理及び結果」に示した通りである。これらの予備的調査に基づき本件に関わる研究活

動関係について整理し、述べる。 
 
多くの指摘は、下記の 3 つに分類することが出来る。 
①大きな寸法の金属ガラスの作製に関わる疑義 
②他者による再現性の問題 
③根拠としてのデータの示し方及び信憑性 

に関わる事として纏めることができる。 
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（１）“①大きな寸法の金属ガラスの作製に関わる疑義”及び“②他者による再現性の問題”につ

いて 
バルク金属ガラスに関わる学問分野は、従来の急冷法による限界であった寸法（急冷条件を

得るための寸法の制限により大きなサイズの非晶質材料の創製が困難であった。）を材料組成

及び製造法等の開発により飛躍的に拡大することが可能であることを井上らが示したことを

きっかけに世界的な競争が始まった領域である。これらの材料は、その卓越した特性により次

世代の多様な機能性あるいは構造体への適用が可能な物質・材料として期待されている。その

ため、多くの研究者が多様な成分の物質・材料について大きなサイズの金属ガラスの作製にし

のぎを削っている現状にあり、学術的には合金のガラス形成能が直径としてTi 系では 5 ミリ、

Zr 系では 30 ミリが本当に作製可能か否かが大きな問題としてとらえられている。このことは、

作製プロセスなどの人為的な要因が入らない材料固有の本質であると一般に捉えられ本分野

の研究領域では最も重要視されてきた。このような背景をもとに、特に国際的な競争環境にお

いては、次世代の産業等にも関わる重要な物質・材料戦略として日本及び中国、さらには欧米

を中心に集中的な研究投資が行われてきており、激しい国際競争が行われている分野である。 
一般に物質・材料の創製においては極めて多様な因子が関与し、溶融状態における組成の揺

らぎは本質的に避けがたいものであることに加え、その製造過程に関与すると考えられる全て

の関与因子を制御下におくことは現状では不可能であることは衆目の一致するところである。 
バルク金属ガラスは、その適正な成分組成範囲と作製法の開発により、従来よりも緩やかな

冷却条件下でも非晶質状態を実現でき、従来よりも大きな金属ガラスとして作製されることよ

り、バルク金属ガラスと称されている。井上らは、その魁となる研究成果を論文等において公

表してきたものである。その後、多くの研究者によりバルク金属ガラスに関する多くの研究が

推進され、多数の論文として、あるいは国際研究集会などにより発表されてきた。 
本対応委員会は、1990 年以降のこのようなバルク金属ガラス研究の大きな流れが厳然と存在

し、多くの研究者により多様なバルク金属ガラスが作製され、公表されてきた事実・現状を基

本として予備調査を行った。 
 

①及び②の問題は、バルク金属ガラスは作製出来ることを前提に、研究者間によりそのよう

なバルク金属ガラスの作製可能寸法の大小の問題に関する疑義である。すなわち当該論文で示

されているものと同様な組成のものについて他の研究者が試みた場合にそのような大きな寸

法の再現性が実現できないことに基づく疑義である。これらの他の研究者による研究成果は、

バルク金属ガラスそのものの作製についての再現性は確認されていることを支持するものと

判断できる。従って作製可能寸法に対する疑義が主な点と考えられる。一般に、新物質や新材

料創製に関する競争と産業化への国際競争の激化を背景に、創製に関わる製造法の詳細やノウ

ハウについては開示されない場合が少なからず生じ、また先に述べたように「ものづくり」の

分野、特に物質・材料創製分野においては必ずしも関与因子の完全な把握が研究者自身によっ

てもなされていないことも多く、試行錯誤的な手法開発も相俟って、研究者間での再現性に自

ずと相違が生じて来る場合がある。また当該研究者においても、主要制御因子の把握が不十分

な場合には、その再現性が確率的にならざるを得ない場合もある。井上らの研究グループは、

高ガラス形成能を有する新合金を世界に先駆けて発見し、その高ガラス形成能を利用してバル

ク材を作製し、バルク金属ガラスのさまざまな特性を解明してきており、これらの新ガラス合

金の発見及びそれらの材料作製技術は学術・技術の高度な専門性・先端性と多くのノウハウの

総結集の結果として生み出されてきているものと判断できる。同様な状況は最先端分野では常

に起こり得るものと思われる。特に本件については、関連研究者により試料の請求があった場
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合には、表に示すようにこれまで多様な物質・材料について試料を提供してきており他の研究

者の多様な試験・計測に供されてきている事実を確認している。このことは物質創製そのもの

への疑義や、再現性への疑義にこれまでも応える環境を提供してきたと判断される。 
このように物質・材料創製については素材の純度、成分比率、溶融炉材、プロセス、急冷法

並びに手順、温度管理、湿度管理、時間管理等々多様な因子の影響が結果に大きな相違をもた

らす場合も少なくなく、研究者間における再現性に課題が生じ得ることは容易に想定される。

また最先端分野では、創製された物質・材料に対する定義も研究者間で異なることが生じえる

こと、すなわち空間的に非晶質であることの定義をどのようにするかは研究者によって異なり、

研究者の定義に依存することが生じえる。特にこの分野の研究の黎明期である 1990 年代前半

においては、アモルファス合金開発を取り巻く状況についても理解しておくことも重要である。

すなわち、当時は、たとえば特許申請などにおいてはある程度の結晶を含むものを含めてアモ

ルファス合金として扱われていたことなども定義が必ずしも定まっていなかったことを示し

ている。また、定義は同時に計測手法にも強く依存し、先端計測技術の発展により、計測され

る精度の向上などとも相俟って定義自身が変化していくことは極めて自然なことであり、学術

研究の領域では常に起こり得ることであると判断される。このような研究者による定義の違い

は、学会等における研究者コミュニティによる議論を通して初めて大きなコンセンサスに導か

れるものと考えられる。 
疑義が呈されている 4 件の論文に関わる再現性については、再現性の定義を踏まえて以下の

ように判断した。すなわち、論文に示されている試料そのものの再現性については、制御因子

の不確定性より再現は確率的なものにならざるを得ないと判断されるが、現実には試料が現存

していないこと及び当時の素材、作製装置並びに担当者が既にいないことなどの制約より再現

試験の実施は困難と判断せざるを得ない。 
一方、同組成の物質の継続研究過程における再現性については、同様な組成のものについて

は継続研究において最新の素材、手法、装置等により、より大きなバルク金属ガラスとして創

製されており原理的に再現できることは検証されている。一般に物質・材料の研究分野におい

て常に最先端を切り拓いている研究領域では、物質・材料の理想状態に対する定義と現実に存

在する物質・材料との間には上記のような問題が生じやすいことは否めない。特に、試料調整

プロセスが高度化した特殊な装置であったり、評価・計測方法の精度が分解能限界であったり

する場合には、研究者間での再現性等に相違が生じやすい場合がある。疑義が呈せられている

Ｚｒ系バルク金属ガラスの再現性に関わる最新の公表論文（Materials Transaction, Vol. 48, 
No. 12(2007), JIM）を資料として添付する。同論文においては直径 30ｍｍのＺｒ系バルク金

属ガラスの作製が報告されており、製造手法の改善により、より非晶質性の高いものが作製さ

れている。 
  

指摘されている 4 件の論文においては、その論文内容、研究手法、表現法について当該論文

の発行者及び査読者が論文として適切と判断したものであるが、当対応委員会においても当該

論文について査読者の立場で評価した結果、従来の審査基準を大幅に緩和して採択されたもの

とは判断し得ない。またいくつかの点で指摘されている根拠データの示し方についても、紙面

の制約上、全ての論文が必ずしも全ての根拠を示しているとは限らず、その程度は論文の査読

者によって妥当性が審査されているものであると判断され、4 件の論文に対しての根拠データ

の示し方に対する疑義の指摘は捏造・改ざん、盗用として定義される研究不正に該当するもの

ではないと判断する。 
従って、今回投書等で提起されている疑義については、当該論文が掲載された学術誌等に正

当かつ合理的な根拠を示して投稿し、当該学術誌上あるいは研究者コミュニティにおいて議論
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されるべきものであり、学会等がそのような機会を提供する役割を持つものである。そのよう

な道が唯一当該分野の効率的かつ健全な発展に大きな役割を果たすものと考える。 
  

（２）“③根拠としてのデータの示し方及び信憑性”について 
当該論文において指摘されている研究不正（捏造、改ざん）に関わるＤＳＣ曲線については、

その曲線を詳細に見比べた場合、極めて類似した曲線ではあるが詳細においては同一ではなく、

異なる曲線であると判断する。また一部の論文においてデータの示し方が不十分との指摘につ

いては、その部分は当該論文の主題ではなく、速報的に結果を示したことによるものと判断さ

れ、また一部結晶が見られることは、論文（1993）中においても組織写真を示して結晶の存在

を認めており、指摘されるような研究不正に該当するものは無いと判断する。その後の論文

（1995，1996、1998）における指摘事項は先に述べた先端的研究分野における研究者の定義

に関わることであり、特に研究不正である意図的な捏造、改ざんに該当するものではないと判

断する。 
最近では計測技術の高度化による微小領域の計測が可能となり、ナノサイズの結晶の存在が

確認される場合もあり、その場合にはナノ結晶分散バルク金属ガラスと呼ばれるようになって

いるものもある。また、計測領域の網羅性については、大きな寸法のものでも合金組成が金属

ガラスとなり得ることを示す科学的（基礎的）な視点の論文においては、網羅性は特に大きな

問題とはならないと判断される。一方、大きな寸法の金属ガラスを製品として利用する場合に

は製品としての品質管理の問題として製造法が重要となると判断されるが、指摘されている論

文を含めて多くの論文においては、より大きなサイズの金属ガラスの製造可能性を拡大できる

高ガラス形成能を有する合金組成の発見に関する研究論文が主であり、研究不正に該当するも

のではないと判断する。 
 
（３）研究活動関係に係る総論 

以上の事より、研究不正に関わる疑義についての投書内容について今後の対応を定めるため

に行った予備的調査の結果、本対応委員会としては本学ガイドラインにおいて規定している研

究不正、すなわち意図的な「捏造」、「改ざん」、「盗用」に該当すると判断するに足る相当の科

学的合理的理由は見出されず、本調査を行うに足る相当の理由は無いと判断する。 
 

２．研究費等関係 

（１）企業との関係 
投書によれば、「特定業者との癒着」や「自らが社長のベンチャー企業」のことが指摘され

ていることから、この点について調査を行った。 
特定業者との癒着については、帳簿等を基に過去５年間における取引状況を調査した結果、

特定の業者に偏った取引はなく、かつ寄付金の受け入れ状況についても同様に調査したが、取

引業者との関連性は見られなかった。さらに、利益相反に関しても問題は見受けられず、特定

業者との癒着はないと判断する。また、自らが社長をしているベンチャー企業はなく、ベンチ

ャー企業と癒着企業との関連も指摘されているが、指摘されている企業そのものの存在が確認

できない。 
なお、「癒着企業Ｓ社」は特定できなかったものの、客員教授の現状についても指摘されて

いることから、客員教授の任用手続きについて調査した結果、研究所内の所定の手続を経て教

授会で承認されており、その手続に瑕疵はなかった。 
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（２）研究費の獲得と執行・経理 
① 過去５年間（Ｈ14～18 年度）における研究費の獲得状況は、国家予算（運営費交付金、補

助金等）、受託研究費及び寄付金等の累計で約２３億円であり、指摘されているような１

５０億円を超える国家予算を獲得した事実は認められなかった。また、「バルク金属ガラ

スの実用化実績はゼロ」と指摘されているが、日本経済新聞（H18.6.6 付）において、「金

属ガラスの歯車使う微小モーター量産へ」として、並びに日刊工業新聞（H18.6.7 付）に

おいて、「金属ガラス製ギアドモーターなどメーカーと量産体制」として報道されている

ことから、関係企業に確認したところ既に製品化されていた。さらには「革新的金属材料

「金属ガラス」を用いた産業用小型・高性能デバイスの開発」の功績として内閣総理大臣

賞を受賞していることから実績は認められる。 
② 「誇大宣伝をエスカレートさせて、（中略）さらなる公的予算（税金）の獲得と、無駄使

いの画策」と指摘されていることから、概算要求書等の記載内容を確認したが、指摘され

るような誇大宣伝の事実はなかった。また、過去に獲得した公的予算の使途について帳簿

等を調査したところ獲得した予算は適正に使用されていたこと、さらに前述したとおり実

用化の実績も認めることができることから、獲得した予算は適正に使用されていると判断

する。 
③ 購入した装置等の管理については、国立大学法人東北大学会計規程及び物品管理事務取扱

細則等に基づき適切に管理され、またヒアリングを実施した結果からも、指摘されている

「会計検査期間中のみ学内に移動させる工作等」の事実は無かったと判断する。 
 

（３）特許申請 
当事者間で解決済みの問題であり、委員会としては対応しない。 

 
（４）大阪センター設置・運営及び（財）次世代金属・複合材料研究開発協会（ＲＩＭＣＯＦ） 

大阪センターの設置については、平成１８年度の概算要求で革新的産業基盤材料創製型ナノ

金属材料研究拠点形成事業「東北大学金属材料研究所附属研究施設大阪センターの設置」とし

て認められた。大阪センターについては、研究所内の教授等の委員をもって組織する運営委員

会を設置し、その運営に関し審議していることから、適切に運営されていると判断する。 
また、本学とＲＩＭＣＯＦとの間で共同研究契約を締結し、同研究を実施するため研究所内

に研究スペースを供しており、契約手続は適正に行われている。 
なお、大阪センターの設置に際し「研究成果の誇大宣伝」と指摘されていることについては、

大阪府知事の発言に関することであり、本学として回答する立場にない。 

 

 ３．その他関係 

（１）被告発者自らの膨張施策 

拠点を構成する研究者については、本プログラムの公募要領に示す、「国際的影響力（知名

度）」、「大型の競争的資金の獲得状況」、「論文被引用数」等の客観的な指標に基づき構成され

ており、指摘された膨張施策はなかったと判断する。 

 

（２）対応委員会及び調査委員会の対応 

本学ガイドラインは、文部科学省のガイドラインを踏まえて作成したものであり、関係者の

人権等が適切に保護され公正な調査・結果公表が保証された内容になっている。なお、本対応
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委員会及び調査委員会においても当該方針を遵守し、調査（予備的調査を含む）を実施してき

た。（投書にあった調査のため客員教授を招聘した事実はない。） 

また、対応委員会を設置した場合は、告発者に通知することとしているが、本件においては

匿名での投書であったため、対応委員会の設置について告発者に通知することができなかった。 

併せて、調査の結果、不正が行われたとの認定があった場合は、本学ガイドラインに基づき、

不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の内容、公表時までに行った措置の内容に加え、

調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表することとしているが、調査（予備的調査

を含む）期間中は情報が漏洩しないように秘密保持を徹底してきた。 

 

Ⅵ．結論（まとめ） 

 

 上記研究不正及び研究費不正使用等に関する疑義の内容について本委員会（対応委員会及び調

査委員会）で調査（予備的調査を含む）した結果、以下のような結論に達した。 

 

１． 研究不正 

対応委員会として上記の過程を経て提起されている疑義について予備的調査を行った結果、

合理的根拠は無く、本調査を開始する必要は無いと判断した。 

２． 研究費不正使用等 

調査委員会として上記の過程を経て提起されている疑義について調査を行った結果、研究費

不正使用にあたる事実は無かったと判断した。 

  

以上のことから、指摘されている研究不正及び研究費不正使用等に関する疑義については、事

実関係及び合理的な根拠のいずれも無かったと判断した。 

 

   また報告書について、2 名の外部学識経験者により内容、手法、手順についてレビュー頂き、

客観性について判断をいただいた。それぞれのレビュー結果を資料７に示すが適切な判断、手法、

手順であり、公正であったと判定されている。 

 

なお、本研究不正に関わる指摘内容の多くは、1993 年、1995 年、1996 年及び 1998 年に発表

された論文に関するものが多く、なぜこのように長い年月を経た現時点で相談投書により問題提

起がなされてきているかについては疑問を呈さざるを得ない。すなわち科学技術の進歩は目覚し

く、特にバルク金属ガラスの研究分野では激しい研究競争が行われており、高ガラス形成能を有

する合金組成の発見にしのぎを削っている領域であり、その高い形成能を最大限引き出すための

製造方法ひとつをとっても当時の手法は既に他の方法によって取って代わられるなど、より進ん

だ手法へ発展してきており、当事者に対して当時の手法で再現性を求めることは不可能であるが、

最新の手法での再現性は確保されていることをもって合金組成の有するバルク金属ガラス作製能

を確認することが出来る。関連研究は、新たな手法により作製された試料や、新たな論文として

発表されてきている。 
本ガイドラインに従えば、「悪意」（被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨

害するためなど、もっぱら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組

織等に不利益を与えることを目的とする意思）に基づく告発は決して許されない。悪意に基づく

告発であったことが判明した場合には、告発者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発を行うことが

ありうるとされている。 
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本対応委員会は、本件のこれまでの経緯等を踏まえ、また常軌を逸した投書の執拗さ、投書配

布範囲、指摘事項の内容の非合理性、投書の郵送における偽名の使用などに鑑み、本件が純粋に

学術の健全な発展という思いからの訴えとはかけ離れた経緯を経てきていると考えざるを得ない。 
また、匿名によってマスコミを含む非専門家へ告発することは、学術の発展にとって適切な行

為とは考えられない。 
本対応委員会としては、匿名であることにより調査（予備的調査を含む）に大きな困難があり、

事実確認等に多大な時間を取ることになったが、告発者について特定することは一切避けてきた。

従って、本件が悪意に基づく行為である可能性が高いと判断せざるを得ない状況であるが、本学

ガイドラインに依れば、その認定には告発者の反論の機会を十分に与えた適正な調査（予備的調

査を含む）の結果を踏まえて慎重に行われなければならないとされている。 
本件について、本学ガイドラインに準拠して考えれば対応委員会として判断すべき事項として

は、今回のこのような投書等による疑義の提起が「悪意に基づく」ものであるかどうかという点

であるが、告発者が同定できない現状では、本件が悪意に基づく行為である可能性が高いと判断

せざるを得ない状況であると述べるにとどめる。 
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Ⅶ．資料等 

 

 １．研究活動における不正行為への対応ガイドライン 

２．研究不正の防止に係る体制整備について 

 ３．論文 

①Thermal and Mechanical Properties of Ti-Ni-Cu-Sn Amorphous Alloys with a Wide Supercooled 

Liquid Region before Crystallization 

By Tao Zhang and Akihisa Inoue： Mater．Trans．，Vol.39(1998)，1001-1006． 

②Fabrication of Bulk Glassy Zr55Al10Ni5Cu30 Alloy of 30 mm in Diameter by a Suction Casting Method 

By Akihisa Inoue and Tao Zhang： Mater．Trans．，Vol.37(1996)，185-187． 

③Fabrication of Bulky Zr-Based Glassy Alloys by Suction Casting into Copper Mold 

By Akihisa Inoue and Tao Zhang： Mater．Trans．，Vol.36(1995)，1184-1187． 

④Preparation of 16mm Diameter Rod of Amorphous Zr55Al7.5Ni10Cu17.5 Alloy 

By A.Inoue,T.Zhang,N.Nishiyama,K.Ohba and T.Masumoto：Mater．Trans．JIM, Vol．34(1993)，

1234-1237． 

⑤Production of Zr55Cu30Ni5Al10 Glassy Alloy Rod of 30mm in Diameter by a Cap-Cast Technique 

By Yoshihiko Yokoyama,Enrico Mund,Akihisa Inoue and Ludwig Schultz : Mater．Trans． Vol．

48(2007)，3190-3192．  

４．論点整理表 

１．投書内容の「研究活動関係」に係る論点整理及び結果 

２．投書内容の「研究費等関係」に係る論点整理及び結果 

３．投書内容の「その他関係」に係る論点整理及び結果 

５．試料の供給先 
６．外部学識経験者によるレビュー結果 
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            資料１ 
研究活動における不正行為への対応ガイドライン 

 

平成１９年３月１日 

研究推進審議会研究倫理専門委員会 

 

目次 

１ ガイドラインの目的 

２ 不正行為対応に関する体制 

３ 対象とする不正行為 

４ 告発等の受付 

５ 告発等に係る事案の調査を行う機関 

６ 告発等に対する調査体制・方法 

７ 告発者・被告発者に対する措置 

                                                                  
１ ガイドラインの目的 

  

このガイドラインは、国立大学法人東北大学（以下「本学」という。）構成員に対し、研究活動における

不正行為に関する相談、告発、調査手続き等のガイドラインを示し、広くこれらの手続きについて周知する

ことを目的とする。 

 本学は研究者の自覚と責任に基づいて不正行為の防止に努めるとともに、発生した不正行為に対しては、

このガイドラインに則して速やかに厳正かつ公正な対処を図るものとする。 

 

２ 不正行為対応に関する体制 

  

研究活動における不正行為に関する告発等の受付から調査に至る体制については、研究担当理事をその責

任者とし、以下に定める手続きにより組織的に対応する。 

 

３ 対象とする不正行為 

  

本ガイドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造

と改ざん、及び盗用である。ただし、意図しない誤謬や実証困難な仮説など、故意によるものではないこと

が根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。 

（１）捏造 

存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

 

（２）改ざん 

研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないも

のに加工すること。 

 

（３）盗用 

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もし

くは適切な表示なく流用すること。 
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４ 告発等の受付 

 

（１）告発等の受付窓口 

① 研究活動の不正行為に関する告発等を受付ける窓口（以下「通報窓口」という。）は、不正行為に関す

る全学通報窓口及び不正行為に関する部局通報窓口である。これらの通報窓口の場所、連絡先は別表のとお

りとする。 

 

② 本学に所属する研究者による研究活動の不正行為を発見したり不正行為が存在するという強い疑惑を抱

いた者は、①に定めた通報窓口に相談あるいは告発する。相談は書面、電話、FAX、電子メール、面談等によ

り、匿名によっても、行うことができるが、告発については不正とする科学的合理的理由が示されている証

拠を添えて書面により行う。なお、相談及び告発は、本学構成員に限らず行うことができる。 

 

③ 告発等の受付や調査・事実確認（以下単に「調査」という。）においては、調査担当者は、自らが関与

する事案に関与してはならない。通報窓口は、部局長及び研究担当理事と協力して、告発者（相談者を含む）

の主張内容に沿い、告発等の対象となった不正行為に関与する者が調査手続きに関与しないように取り計ら

う。 

 

（２）告発等の取扱い 

① 告発は、顕名により行われ、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等、事案の内

容が明示され、かつ不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受付ける。また告発者は本学が

行う調査に協力を要請される。 

 

② ５の定めにより本学が調査を行うべき機関に該当しないときは、調査機関に該当する研究機関等に当該

告発を回付する。本学が調査を行うべき機関に該当する告発が、他の研究機関から本学に回付された場合に

は、本学に告発があったものとして当該告発を取り扱う。本学に加え、他にも調査を行う研究機関等が想定

される場合は、該当する機関に当該告発について通知する。 

 

③ 告発の意思を明示しない相談については、通報窓口は、部局長と協力して、その内容に応じ、告発に準

じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か

確認するものとする。また、告発の意思表示がなされない場合にも、部局長の判断で当該事案の調査を開始

することができる。この際、相談した者は、通報窓口の行う相談内容の確認・精査に必要な情報を提供する

など協力をしなければならない。 

 

④ 通報窓口は告発者に受付けたことを通知する。 

 

⑤ 報道や学会等の研究者コミュニティにより不正行為の疑いが指摘された場合は、指摘の内容に応じ、部

局長の判断で当該事案の調査を開始することができる。 

 

⑥ 不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという告発・相談については、

部局長は、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行う。ただし、

被告発者が本学に所属しないときは、告発・相談を被告発者の所属する機関に回付することができる。本学

に所属しない被告発者に本学が警告を行った場合には、被告発者の所属する機関に警告の内容等について通

知する。 
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（３）告発者・被告発者の取扱い 

① 告発を受付ける場合、告発状が窓口の担当職員以外は見聞できないようにするなど、告発内容や告発者

（相談者を含む。以下、（３）において同じ。）の秘密を守るため適切な方法を講じなければならない。 

 

② 通報窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、

告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、関係者は秘密保持を徹底しなければな

らない。 

 

③ 研究担当理事は、調査事案が漏洩した場合、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず調

査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏洩した場合は、当人

の了解は不要とする。 

 

④ 悪意（被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何ら

かの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同

じ。）に基づく告発は決して許されない。ただし不正行為がないと判断された場合でも、当然のことながら、

それだけでは告発が悪意に基づくものとはいえない。悪意に基づく告発の認定は、告発者に反論の機会を十

分に与えた適正な調査の結果、慎重に行われなければならず、とりわけ学生による誤解に基づく告発は、原

則として悪意に基づく告発とは認定されない。悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、告発者の

氏名の公表や懲戒処分、刑事告発を行うことがありうる。 

 

 

⑤ 適正な調査の結果、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に告発者

に対し、解雇や配置転換、懲戒処分、降格、減給等を行ってはならない。 

 

⑥ 相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動を全面的に禁止しては

ならない。また、同様に解雇や配置転換、懲戒処分、降格、減給等を行ってはならない。 

 

５ 告発等に係る事案の調査を行う機関 

 

（１） 本学に所属する（どの研究機関にも所属していないが専ら本学の施設・設備を使用して研究する場合

を含む。以下同じ。）研究者に係る研究活動の不正行為の告発があった場合、原則として、本学が告発され

た事案の調査を行う。 

 

（２）被告発者が本学以外の研究機関にも所属する場合、原則として被告発者が告発された事案に係る研究

を主に行っていた研究機関を中心に、所属する複数の機関が合同で調査を行うものとする。ただし、中心と

なる機関や調査に参加する機関については、関係機関間において、事案の内容等を考慮して別の定めをする

ことがありうる。 

 

（３）被告発者が所属する本学と異なる研究機関で行った研究に係る告発があった場合、本学と研究が行わ

れた研究機関とが合同で、告発された事案の調査を行う。 

 

（４）被告発者が、告発された事案に係る研究を行っていた際に所属していた本学を既に離職している場合、 
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現に所属する研究機関が、本学と合同で、告発された事案の調査を行う。被告発者が本学を離職後、どの研

究機関にも所属していないときは、本学が、告発された事案の調査を行う。 

 

（５）上記（１）から（４）によって、本学が告発された事案の調査を行うこととなった場合は、被告発者

が本学に現に所属しているかどうかに拘らず、誠実に調査を行う。 

 

（６）資金配分機関が本学の同意を得て調査を行う場合であって、本学が当該資金配分機関から協力を求め

られたときは、当該調査に誠実に協力する。 

 

（７）他の研究機関や学協会等の研究者コミュニティに、調査を委託することもしくは調査を実施する上で

協力を求めることができる。 

 

６ 告発等に対する調査体制・方法 

 

（１）予備調査 

① 本学が調査を行う事案については、部局長が、告発を受付けた後速やかに、告発された行為が行われた

可能性、告発の際示された科学的合理的理由の論理性、告発された研究の公表から告発までの期間が、生デ

ータ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分

野の特性に応じた合理的な保存期間を超えるか否かなど告発内容の合理性、調査可能性等について予備調査

を行う。部局長が予備調査を行う際は、開始時点で研究担当理事に報告し、研究担当理事の監督の下に予備

調査を行う。 

 

② 部局長は、しかるべき調査能力を有する者による予備調査委員会を設置する。 

 

③ 告発等がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発等に係る予備調査を行う場合は、取り下げに

至った経緯・事情を含め、不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断する。 

 

④ 部局長は、予備調査の結果を研究担当理事に報告する。研究担当理事は告発を受け付けた後、３０日以

内に本調査を行うか否かを決定しなければならない。但し、被告発者が海外出張中や病気療養など正当な理

由で本学不在の場合等、やむを得ない場合はこの限りではない。本調査を行う場合、決定後概ね３０日以内

に本調査が開始される。なお、告発の受付日は、告発の内容を記載した書面に添えて不正とする科学的合理

的理由が示されている証拠が通報窓口に提出され、受理された日とする。 

 

⑤ 研究担当理事は、本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通知する。こ

の場合、部局長は予備調査に係る資料等を保存し、資金配分機関や告発者の求めに応じ開示する。 

 

（２）本調査 

 

① 通知・報告 

ア）研究担当理事は、本調査を行うことを決定した場合、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うことを

通知し、調査への協力を求める。告発された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査

関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう周到に配慮する。 
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イ）総長は、当該事案に係る研究に配分された競争的資金がある場合には、その資金配分機関に本調査を行

う旨通知する。本調査の結果、不正行為ではないと判明する可能性が相当程度ある場合は、被告発者の研究

に支障がないように、当該資金配分機関にしかるべく配慮を求める。 

 

② 調査体制 

ア）本調査に当たっては、当該研究分野の研究者であって本学に属さない者を含む調査委員会を設置する。

この調査委員は告発者及び被告発者と直接の利害関係（例えば、不正行為を指摘された研究が論文のとおり

の成果を得ることにより特許や技術移転等に利害があるなど）を有しない者でなければならない。 

 

イ）研究担当理事は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名や所属を告発者及び被告発者に通知す

る。これに対し、告発者及び被告発者は、２週間以内に異議申立てをすることができる。異議申立てがあっ

た場合、研究担当理事は内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委

員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。 

ウ）調査委員会は、研究担当理事の直轄組織であり、全学の機関として運営される。予備調査を行った部局

長は、調査委員会の要請に応じて、随時協力する。 

 

③ 調査方法・権限 

ア）本調査は、指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査や、関係

者のヒアリング、再実験の要請などにより行われる。この際、被告発者の弁明の聴取が行われなければなら

ない。 

 

イ）被告発者が調査委員会から再実験などにより再現性を示すことを求められた場合、あるいは自らの意思

によりそれを申し出た場合は、それに要する期間及び機会（機器、経費等を含む。）が保障されなければな

らない。ただし、被告発者により同じ内容の申し出が繰り返して行われた場合において、それが当該事案の

引き延ばしや認定の先送りを主な目的とすると、調査委員会が判断するときは、当該申し出を認めないこと

ができる。 

 

ウ）上記ア）、イ）に関する調査委員会は、関係者に事情を聴取するもしくは各種資料の提出を求める等の

調査権限を持つ。この調査権限に基づく調査委員会の調査に対し、告発者及び被告発者などの関係者は誠実

に協力するものとする。 

 

④ 調査の対象となる研究 

調査の対象には、告発等に係る研究のほか、調査委員会の判断により調査に関連した被告発者の他の研究

をも含めることができる。 

 

⑤ 証拠の保全措置 

関係部局は、本調査に当たって、告発等に係る研究に関して、証拠となるような資料等を保全する措置を

とる。告発等に係る研究が行われた研究機関が本学でないときは、研究担当理事は、当該研究機関に対し、

告発等に係る研究に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとるよう要請する。これらの措置に

影響しない範囲内であれば、被告発者の研究活動を制限しない。 

 

⑥ 調査の中間報告 

総長は、告発等に係る研究に対する資金を配分した機関が求めるときは、調査の終了前であっても、調査 
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の中間報告を当該資金配分機関に提出する。 

 

⑦ 調査における研究または技術上の情報の保護 

調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究または技術上秘密とすべき情報が、

調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮する。 

 

（３）認定 

 

① 認定 

ア） 調査委員会は本調査の開始後、概ね１５０日内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、

不正行為と認定された場合はその内容、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研

究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割を認定する。 

 

イ） 不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであるこ

とが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行うものとする。この認定を行うに当たっては、

告発者に弁明の機会を与えなければならない。 

ウ） ア）又はイ）について認定を終了したときは、調査委員会はただちに研究担当理事に報告する。 

 

② 不正行為の疑惑への説明責任 

ア） 調査委員会の調査において、被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任におい

て、当該研究が科学的に適正な方法と手続に則って行われたこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書

かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。そのために再実験等を必要とする

ときには、その機会が保障されなければならない。 

 

イ）ア）の被告発者の説明において、被告発者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在

など、本来存在するべき基本的な要素の不足により証拠を示せない場合は不正行為とみなされる。ただし、

被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由（例えば災害な

ど）により、上記の基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる

場合はこの限りではない。また、生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬などの不存在が、各研究分

野の特性に応じた合理的な保存期間を超えることによるものである場合についても同様とする。 

 

ウ） 上記ア）の説明責任の程度及びイ）の本来存在するべき基本的要素については、研究分野の特性に応じ、

調査委員会の判断に委ねられる。 

 

③ 不正行為か否かの認定 

調査委員会は、上記②ア）により被告発者が行う説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・

科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行う。証拠の

証明力は、調査委員会の判断に委ねられるが、被告発者の研究体制、データチェックのなされ方など様々な

点から故意性を判断することが重要である。なお、被告発者の自認を唯一の証拠として不正行為と認定する

ことはできない。 

被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いが覆されず、故意によるものと推定

されるときは、不正行為と認定される。また、被告発者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬の

不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示 
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せないとき（上記②イ））も同様とする。 

 

④ 調査結果の通知及び報告 

ア） 研究担当理事は、調査結果（認定を含む。以下同じ）を速やかに告発者及び被告発者（被告発者以外で

不正行為に関与したと認定された者を含む。以下④⑤⑦において同じ。）に通知する。被告発者が本学以外

の機関に所属している場合は、これらに加え当該所属機関に当該調査結果を通知する。 

 

イ） 総長は、当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関に、当該調査結果を通知する。告発等がなさ

れる前に取り下げられた論文等に係る調査で、不正行為があったと認定されたときは、取り下げなど研究者

が自ら行った善後措置や、その措置をとるに至った経緯・事情等をこれに付すものとする（上記ア）の後段

の場合も同様とする。）。 

 

ウ）悪意に基づく告発との認定があった場合、研究担当理事は告発者の所属部局または告発者が本学以外の

機関に所属する場合には当該機関に通知する。 

 

⑤ 不服申立て 

ア） 不正行為と認定された被告発者は、認定の通知を受けてから２週間以内に、研究担当理事に不服申立て

をすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできな

い。 

 

イ） 告発が悪意に基づくものと認定された告発者（被告発者の不服申立ての審査の段階で悪意に基づく告発

と認定された者を含む。この場合の認定については、上記①イ）を準用する。）は、その認定について、ア）

の例により不服申立てをすることができる。 

 

ウ）不服申立ての審査は調査委員会が行う。ただし、不服申立ての趣旨が、調査委員会の構成等、その公正

性に関わるものである場合には、研究担当理事の判断により、調査委員会に代えて、他の者に審査させるこ

とができる。 

 

エ） 不正行為があったと認定された場合に係る被告発者による不服申立てについて、調査委員会（ウ）ただ

し書きの場合は、調査委員会に代わる者）は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行

うか否かを速やかに決定する。当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定し

た場合には、ただちに研究担当理事に報告し、研究担当理事は被告発者に当該決定を通知する。このとき、

当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断

するときは、研究担当理事は以後の不服申立てを受付けないことができる。再調査を行う決定を行った場合

には、調査委員会は被告発者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に

向けて、再調査に協力することを求める。その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切

ることができる。その場合にはただちに研究担当理事に報告し研究担当理事は被告発者に当該決定を通知す

る。 

 

オ） 被告発者から不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、研究担当理事は告発者に通知し、総長

は、当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関に通知する。不服申立ての却下及び再調査開始の決定

をしたときも同様とする。 
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カ） 調査委員会が再調査を開始した場合は、概ね５０日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その

結果をただちに研究担当理事に報告し、研究担当理事は当該結果を被告発者、被告発者が所属する部局また

は機関、告発者に通知し、総長は当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関に通知する。 

 

キ） 悪意に基づく告発と認定された告発者から不服申立てがあった場合、研究担当理事は、告発者が所属す

る部局または機関、被告発者に通知し、総長は、当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関に通知す

る。 

 

ク） キ）の不服申立てについては、調査委員会（ウ）ただし書きの場合は、調査委員会に代わる者）は概ね

３０日以内に再調査を行い、その結果を研究担当理事に報告する。研究担当理事は、この審査の結果を告発

者、告発者が所属する部局または機関、被告発者に通知し、総長は、及び当該事案に係る研究に対する資金

を配分した機関に通知する。 

 

⑥ 調査資料の提出 

資金配分機関から、事案の調査が継続中に、当該事案に係る資料の提出または閲覧が求められた場合には、

原則としてこれに応じるが、調査に支障がある等の正当な事由があれば、この限りではない 

 

⑦ 調査結果の公表 

ア） 総長は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。公表する内容に

は、少なくとも不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の内容、公表時までに行った措置の内容に加

え、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等が含まれるものとする。ただし、告発等がなされる前に取

り下げられた論文等において不正行為があったと認定されたときは、不正行為に係る者の氏名・所属を公表

しないことができる。 

 

イ）不正行為が行われなかったとの認定があった場合は、被告発者からの要請がある場合を除き、原則とし

て調査結果を公表しない。ただし、公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合及び論文等に故意による

ものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表する。公表する場合、その内容には、不正行為は行われな

かったこと（論文等に故意によるものでない誤りがあった場合はそのことも含む。）、被告発者の氏名・所

属に加え、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等が含まれる。悪意に基づく告発の認定があったとき

は、原則として、告発者の氏名・所属及び悪意に基づく告発と認定した理由を併せて公表する。 

 

７ 告発者及び被告発者に対する措置 

 

告発者及び被告発者等に対する、調査中あるいは、認定から資金配分機関による措置等がなされるまでの

間などにおいて、本学がとる措置は以下のとおりとする。ただし、不正行為との告発等がなされる前に取り

下げた論文等に係る被告発者については、これ以外の措置をとることを妨げない。 

 

（１）調査中における一時的措置 

本調査を行うことが決まった後、調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、告発された研究に係る

研究費の支出を停止することができる。 

 

（２）不正行為が行われたと認定された場合の緊急措置等 

① 競争的資金の使用中止 
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不正行為が行われたとの認定があった場合、不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定

されていないが、不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された著者（以下「被

認定者」という。）が本学に所属する場合は、当該被認定者に対し、ただちに当該競争的資金の使用中止を

命ずる。 

 

② その他の処置 

本学に所属する被認定者に対し、「国立大学法人東北大学職員就業規則」「国立大学法人東北大学職員の

訓告等に関する規程」「国立大学法人東北大学職員の懲戒に関する規程」に基づき適切な処置をとるととも

に、不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告する。      
 

（３）不正行為は行われなかったと認定された場合の措置 

① 不正行為は行われなかったと認定された場合、本調査に際してとった研究費支出の停止や採択の保留等

の措置を解除する。証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立て期間が経過した後、または、

不服申立ての審査結果が確定した後、すみやかに解除される。 

 

② 当該事案において不正行為が行われなかった旨を調査関係者に対して、周知する。また、当該事案が調

査関係者以外に漏洩している場合は、調査関係者以外にも周知する。 

 

③ その他、不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措

置を講じる。 

 

④ 告発が悪意に基づくものと認定された場合、告発者が本学に属する者であるときは、当該者に対し、「国

立大学法人東北大学職員就業規則」「国立大学法人東北大学職員の訓告等に関する規程」「国立大学法人東

北大学職員の懲戒に関する規程」に基づき適切な処置を行う。 

 

 





 

研究不正の対応に係る体制整備について 

 

１．趣旨 

 競争的資金等の研究費を獲得するに当たり、論文などの業績が評価されているとこ

ろであり、また、獲得した研究費の適正な管理を求められているところである。 
本来、研究者は競争的資金の獲得及び使用に際し、適正な申請及び適正な研究費の

管理を行うなど、研究に係る倫理は研究者個人のモラルの問題である。 

  しかしながら、研究の不正は全国的に発覚しており、社会に対し不信感を募らせて

いる状況も見受けられる。このような状況に鑑み、社会からの信頼を確保するため、

本学では研究の不正を防止することに対して最大の努力をするが、万が一不正が発覚

した場合の体制等を整備するものである。 

 

２．研究の不正 

  研究の不正は、データのねつ造・改ざん、研究の盗用、研究資金流用などが挙げら

れる。 

 

    （事例等） 

        論     文       研 究 経 費 

 

 適 正 

○適正な申請 

・論文を投稿するに当たり、申請書

どおりに投稿する 

○適正なデータ管理 

・掲載された論文の実験データ記録

を適正に保管する 

○適正な資金管理 

・科研費等補助金に係る補助条件を

遵守する。 

・会計規程を遵守する。 

・部局事務と連携を図る。 

 

 

 不適正 

【最近の事例】 

・某大学において、論文の投稿に際

し、申請書に「投稿予定」と記述し

ていたが投稿しなかった虚偽の申請

を行ったものがあった。 

・某大学において、掲載された論文

の実験データなどの記録がなかった

ものがあった。 

 【最近の事例】 

・某大学において、研究資金獲得後

の経費の執行に際し、実際には購入

していない設備等を購入したとし

て架空伝票を切り、業者の口座に資

金をプールしていた不正使用があ

った。 

 

３．主な体制整備 

  ・全学相談窓口を設置する。 
・部局等に相談窓口を設置する。 
・全学調査委員会(仮)を設置する。 

  ・部局等に調査委員会を設置する。 

  ・研究推進企画室において、不正防止に関する教育システムの構築など研究不正防

止策について検討する。 

  ・研究費の不正経理に係る調査は、監査室が中心となり実施する。 

 

４．体制は別紙のとおり。 
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                                                                   （別紙） 

 

 

             研究不正の対応に係る体制等 

 

 

１．論文等に係る体制 

 

（１）不正の可能性があると思われる場合の体制 

   ①不正の可能性があると思われる事態を発見した職員は、全学相談窓口または当該

部局等の相談窓口(副研究科長(研究担当)等、以下「部局相談窓口」という。)へ、相

談・不正行為に関わる疑義の申し立てを行う。 

      ＊相談者の氏名等は公表しない。 

    ②全学相談窓口はその相談内容を部局相談窓口に報告する。 

   ＊相談窓口の担当者は、相談者へ調査の状況等を逐次報告する。 
  ③部局相談窓口の担当者は、相談・申し立ての内容を部局長等に報告する。 

部局長等は、不正に当たると思われる場合は、次の（２）により対応する。 

    
（２）不正に当たると思われる場合の体制 

  ④部局長等は、不正に当たると思われる状況が発覚した場合は、理事(研究担当)に

その状況等を報告するとともに、全学調査委員会(仮)に調査を依頼する。 

    ⑤全学調査委員会(仮)は調査の結果を理事(研究担当)及び部局長等へ報告する。 

  ⑥理事(研究担当)は、全学調査委員会(仮)からの調査結果により調査の妥当性を判

断し、必要に応じて専門的知識を持つ外部機関に検証を依頼する。 
  ⑦理事(研究担当)は、⑥の外部機関に検証を依頼した場合の検証結果を全学調査委

員会(仮)及び部局長等へ報告する。   
   ⑧部局長等は、調査結果及び⑦の検証結果に基づき、懲戒委員会委員長へ報告又は

相談の上、部局長等の判断により適切な措置等を行う。 

    ⑨部局長等は、⑧で行った措置等を理事(研究担当)へ報告する。 

    
（３）懲戒又は訓告等の取扱いについては、平成１６年７月２８日付け人職人「訓告等

の取扱い方針について(通知)」による。 
 

（４）メディアなど学外から研究の不正について指摘された場合の対応は、（２）の  

「不正に当たると思われる場合の体制」に準じる。 

    
（５）メディアへの対応は、「広報マニュアル」による。 
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２．研究経費に係る体制 

 

（１）不正の可能性があると思われる場合の体制 

   ①不正の可能性があると思われる事態を発見した職員は、全学相談窓口または部局

相談窓口へ、相談・不正行為に関わる疑義の申し立てを行う。 

      ＊相談者の氏名等は公表しない。 

    ②全学相談窓口はその相談内容を部局相談窓口に報告する。 

   ＊相談窓口の担当者は、相談者へ調査の状況等を逐次報告する。 
  ③部局相談窓口の担当者は、相談・申し立ての内容を部局長等に報告する。 

部局長等は、不正に当たると思われる場合は、次の（２）により対応する。 

     
（２）不正に当たると思われる場合の体制 

  ④部局長等は、不正に当たると思われる状況が発覚した場合は、理事(財務担当)に

その状況等を報告するとともに監査室長に調査を依頼する。 

  ⑤監査室は、部局等と連携・協力して、事実関係の調査を行う。 

   ＊調査の結果、不正に当たると指摘された研究者は、不服申し立てができる。 
  ⑥監査室長は、⑤の調査結果を理事(財務担当)及び部局長等へ報告する。 

    ⑦部局長等は、調査結果に基づき、懲戒委員会委員長へ報告又は相談の上、部局長

等の判断により適切な措置等を行う。 

    ⑧部局長等は、⑦で行った措置等を理事(財務担当)へ報告する。 

      
（３）懲戒又は訓告等の取扱いについては、平成１６年７月２８日付け人職人「訓告等

の取扱い方針について(通知)」による。 
 

（４）メディアなど学外から研究の不正について指摘された場合の対応は、（２）の  

「不正に当たると思われる場合の体制」に準じる。 

    
（５）メディアへの対応は、「広報マニュアル」による。 



相談者
〔不正行為に関わる疑義の申し立て〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　局　等

部局長等　〔不正の可能性の確認〕

　　

部局相談窓口

全学相談窓口

理事（研究担当）

①
相
談
・

申
し
立
て

必
要
に
応
じ
て
調
査

状
況
等
の
経
過
報
告

⑤
調
査
結
果

報
告

⑨
措
置
等
報
告

⑧必要に応じて懲戒委員会委員長と相談のうえ判断

〔部局内措置事案と判断した場合〕

〔懲戒委員会事案と判断した場合〕

懲戒委員会

措置等

研究推進企画室
研究不正防止策について検討⑥調査結果報告を受け、必要に応じて外部

機関に検証を依頼

全学調査委員会（仮）
〔不正に当たると思われる場合〕

事実関係の調査

①
相
談
・
申
し
立
て②

報
告

③報
告

④
調
査
依
頼

調
査
状
況

等
の
報
告

調
査
状
況

等
の
報
告

④
状
況
報
告

⑤
調
査

結
果
報
告

⑦
検
証

結
果
報
告

⑦
検
証
結
果
報
告

研究不正(論文等)　対応フロー



相談者
〔不正行為に関わる疑義の申し立て〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　局　等

部局長等　〔不正の可能性の確認〕

　　

部局相談窓口

全学相談窓口

①
相
談
・

申
し
立
て

必
要
に
応
じ
て
調
査

状
況
等
の
経
過
報
告

⑥
調
査
結
果

報
告

⑧
措
置
等
報
告

⑦必要に応じて懲戒委員会委員長と相談のうえ判断

〔部局内措置事案と判断した場合〕

〔懲戒委員会事案と判断した場合〕

懲戒委員会

措置等

監査室

①
相
談
・
申
し
立
て②

報
告

③報
告

④
調
査
依
頼

調
査
状
況

等
の
報
告

調
査
状
況

等
の
報
告

④
状
況
報
告⑤事実関係の調査

研究不正(研究経費)　対応フロー

理事（財務担当）

⑥
調
査

結
果
報
告
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資料４ 
１．投書内容の「研究活動関係」に係る論点整理及び結果 

対 象 論 文  

 

①Thermal and Mechanical Properties of Ti-Ni-Cu-Sn Amorphous Alloys with a Wide 

Supercooled Liquid Region before Crystallization    

By Tao Zhang and Akihisa Inoue： Mater．Trans．，Vol.39(1998)，1001-1006． 

 

②Fabrication of Bulk Glassy Zr55Al10Ni5Cu30 Alloy of 30 mm in Diameter by a Suction 

Casting Method 

By Akihisa Inoue and Tao Zhang： Mater．Trans．，Vol.37(1996)，185-187． 

 

③Fabrication of Bulky Zr-Based Glassy Alloys by Suction Casting into Copper Mold 

By Akihisa Inoue and Tao Zhang： Mater．Trans．，Vol.36(1995)，1184-1187． 

 

④Preparation of 16mm Diameter Rod of Amorphous Zr55Al7.5Ni10Cu17.5 Alloy 

By A.Inoue,T.Zhang,N.Nishiyama,K.Ohba and T.Masumoto：Mater．Trans．JIM, Vol．

34(1993)，1234-1237． 

 

（１）再現性 

 

●93 年の直径 16mm の論文は、急冷法により結晶が均質に混じったガラス相が形成する (光学顕微鏡写

真として明示)事を示しているものであり、疑義は誤解であり、その後表現を訂正していることを確認

した。当時は結晶が分散するような材料については大きな関心がなかったため、その後、同材料につ

いて種々の特性を測定することがなかったとの当事者からの説明は合理的であると判断した。 

 

●バルクアモルファス合金の作製には、多様な因子が関与しているとともに日進月歩の高度な技術並び

に蓄積したノウハウ等が必要であり、試料の作製法並びに作成技術におけるノウハウの違いが結果に

①-ⓐ 追試した複数の研究者間（井上氏の研究グループを含む）では、結果が再現できないとして内容

に疑問がもたれている。 

④-ⓒ 本論文の特徴は、Titleや Abstractでは直径16㎜のバルク（金属）ガラスが出来たと報告して

いるが、本文では the bulk alloys consist of an almost completely amorphous phase とい

う表現を使っている。（②及び③の論文は、この④の論文の課題が解決したと解釈できる） 

⑧   指摘が幾つかの研究グループから独立にだされたにもかかわらず、本学トップはこの１０年間全

く説明していない。研究者責任が著しく欠如している。 

・「井上が報告したZr55Al7.5Ni10Cu17.5合金については（井上らと同様な条件で実験）、直径4mm以下

でのみアモルファスが確認できた → 直径 16mm サイズの大きなアモルファスはできな

い。」                           （１９９６年ドイツベルリングループ） 

・「井上らが最高のガラス形成能を示すと報告した Zr55Al7.5Ni10Cu17.5合金、同一冷却条件で実験し

た試料において、表面層 1mm 以下でのみアモルファスであることが認められた → 直径

16mmサイズの大きなアモルファスはできない。」  （１９９６年フランスグループ） 

※ 通常、材料分野では、新しい材料が発見できた場合、その材料について機械的性質、電気的

性質などの種々の特性を測定して報告する。 
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大きな相違をもたらすことは容易に想像でき、このことが他のグループが再現出来ない大きな要因で

あると判断した。 

 

●アモルファス単相とアモルファス＋結晶混相材との明瞭な区別が求められるようになったのは、2001

年以降であり、1980－1990年代後半頃までのアモルファス合金の特許申請においては、アモルファス

＋結晶混相材であってもアモルファス合金と定義することは問題ないと判断した。 

 

●一般に、物質・材料創製分野においては必ずしも関与因子の完全な把握が研究者自身によってもなさ

れていないことも多く、試行錯誤的な手法開発も相俟って、研究者間での再現性に自ずと相違が生じ

て来る場合がある。また研究者においても、主要制御因子の把握が不十分な場合には、その再現性が

確率的にならざるを得ない場合もある。最先端の物質・材料創製においては、それを実現するための

合金組成の発見及びそれらの材料作製技術の学術・技術の高度な専門性・先端性と多くのノウハウの

集積として生み出されてきているものである。このような研究開発の背景のもとでは、学術的議論の

深化を行うことなく他者による再現性の有無のみに基づいてその真偽を問うことは適切ではないと思

料する。 

 

 

（２）微細結晶の存在 

 

●論文の内容は、組織写真をしめして微細結晶の存在を認めた記載となっていることを確認し、投書に

より指摘された事項は疑義にあたらないと判断した。 

 

 

（３）Ｘ線回折パターン 

 

●それぞれの論文において論文タイトルに沿った主目的については充分なデータを示しており、バルク

②-ⓐ 追試した複数の研究者間では、微細な結晶が現れてこの結果は再現できないとの疑問がもたれて

いる。 

②-ⓑ 本論文には、ガラス形成の可否確認に使われる X 線回折パターン(XRD)が示されているが、詳細

にみると微細結晶の存在を暗示する兆候が認められる（オリジナルデータの確認が不可欠）。 

④-ⓐ 本論文で示されている、ガラス形成の可否確認に使われる X 線回折パターン(XRD)は、②の論文

の場合と同様に、詳細にみると微細結晶の存在を暗示する兆候が認められる。とくに直径16㎜

のサンプルの結果。 

①-ⓑ ガラス形成の可否確認には、通常 X 線回折パターン（XRD）が示されるが、本論文では急冷リボ

ンのXRDは示されているが、なぜかバルクガラスのXRDは示されていない。 

③-ⓐ 本論文では、ガラス形成の可否確認に使われる X 線回折パターン(XRD)が、直径方向と長さ断面

方向（70 ㎜の中のどこか 1 ヶ所と思われる）について示されている。ただし、合金組成に依存

するが、薄帯状のリボンサンプルでも、サンプルの場所による違いやサンプル製造ランごとの違

いが認められるという金属ガラスの常識から、長さ70㎜の長さ方向断面の複数の場所について、

ガラス形成の可否確認を行うことが研究者の良識と思われるが、それは実行されていない。 

④-ⓑ 本論文では 150 ㎜（15 ㎝）の長さ方向断面の X 線回折パターンが示されておらず、もちろん長

さ方向断面の複数の場所について、ガラス形成の可否確認を行っていない。 
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ガラスのXRDが示されていなくとも本論文の内容には影響しないと判断した。 

 

●ガラス形成についての長手方向のデータの網羅性は限定的ではあるが、それぞれZr系及びTi系の論

文の主題は大きな直径のバルク金属ガラスを作製可能ならしめる合金組成の発見とその拡張性さらに

は Ti 系についてはその優れた熱的安定性と機械的特性を示すことに主眼が置かれていると判断され

る。そのような観点から論文として査読を受け受理されたものと判断され特に研究不正に該当するも

のではないと判断する。 

 

 

（４）ＤＳＣ曲線 

 

●ガラス相単相領域からのサンプルであれば、直径寸法に関係なしに、ほぼ同じ様に見えるDSC曲線が

得られるのはバルク金属ガラスでは不可解であるとの指摘の根拠に合理性は認められない。 

 

●論文に掲載されている3mmと 5mmの DSC曲線は、ほぼ同じ様に見えるが完全に一致するものではない

ことを確認し、指摘の背景にあると推定される捏造あるいは改ざんに該当する研究不正の事実はない

と判断した。 

 

 

（５）測定スキャンスピード 

 

●論文に掲載されているXRDパターンについて、測定のスキャンスピードの調整あるいは加工等が試み

られたとする合理的な根拠を見出すことはできず、また他の研究者からの要求に応じてサンプルの提

供を行ってきている事実からそのような捏造・改ざんの動機が見出しえない。したがって指摘されて

いるような研究不正に相当する事実は無いと判断した。 

 

●なお、関連して当該研究者より近日中に研究室のホームページに直径１６－３０ｍｍのバルク金属ガ

ラスサンプル (ガラス相の同定結果も沿えて)の供給をこれまでの供給範囲を拡大し、一般の第三者の

研究者にも供給する旨を公表することに致します｡」との報告も受けておりますことを追記する。 

 

 

（６）展示サンプル 

①-ⓒ 報告されているDSC曲線において3㎜と5㎜のサンプルの結果が殆ど同じである点も不可解との

指摘もされている。 

②-ⓒ 微細結晶の存在を暗示する兆候をぼかすために、論文に提示するXRDパターンについては、

測定のスキャンスピードの調整あるいは加工等が試みられたのではとの指摘もされている。

③-ⓑ ②の論文の場合と同様に、微細結晶の存在を暗示する兆候をぼかすために、測定のスキャン

スピードの調整あるいは加工等が試みられたのではとの指摘もされている。 

⑤   井上氏のグループでは、他の研究者が追随できないような大きなサイズのバルク金属ガラス

のサンプルを数多く展示し宣伝している。しかし、これらの展示サンプルが間違いなくバル

ク金属ガラスと認定できるものであることを立証するような科学的基礎データの提示はされ

ていない。 
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●バルク金属ガラスの定義の問題も含めて研究者の定義に依存することも考えられ、科学的基礎データ

の提示が限定的であったとしても展示サンプルの趣旨から判断して研究不正と結びつけることはできな

いと判断する。 

 

●当該研究者より「最新の成果を踏まえて、近日中に研究室のホームページに直径１６－３０ｍｍのバ

ルク金属ガラスサンプル (ガラス相の同定結果も沿えて)の供給をこれまでの供給範囲を拡大し、一般の

第三者の研究者にも供給する旨を公表することに致します｡」との報告も受けており上記疑義への当該研

究者の対応として適切なものと判断する。 

 

 

（７）論文引用 

 

●論文に記載している内容は固有の先端的研究分野でありであり、自己引用率が高くなることはありう

るものと判断し、研究不正に該当するものではないと判断した。 

 

●現在用いていない旧来の技術あるいは研究開発過程でのデータについて、引用しないことは必ずしも

不自然ではないと判断した。 

 

 

（８）再現実験 

 

●指摘されているような事実及び合理的な根拠を見出すことはできないと判断した。 

 

 

（９）大学院生 

 

●指摘されているような事実及び合理的な根拠を見出すことはできないと判断した。また内容について

は不明ではあるが再現性等に関することであれば上記対応において判断している。 

 

 

（10）２００７．１２月の公表論文 

⑥    同時に、これら４つの論文でも、異常に高い自己引用率が容易に確認できる。 

⑨    最近では自らが執筆者となっている総説等で引用しない不可解な事実が認められる。 

⑦ （金研教授会が客員教授として招聘を決めた）関係者が過去に来仙した際、同人に対して複数

の研究者が再現性について説明を求めた事実、同人が複数の研究者の要請をしぶしぶ受ける

形で実験した事実とその結果等が既にある。 

⑩  1995－96年に金属材料研究所で研究指導を受けていた大学院生によって指摘された内容（当時

の金研執行部は、その内容が掲載された院生会名簿を発禁した。 

⑪  2007.12 月の論文には「従来法では最大径が 16 ㎜ないしは 20 ㎜だった。新作製法により直径

30㎜のバルク金属ガラスが出来た」と書かれているが96年の論文の「直径30㎜が作製できた」

との内容と合致しない。 

2007.12月の論文には、96年の論文が引用されていない。 
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●96年の論文については、吸引鋳造法により作製した結果であることを確認した。 

 

●傾角鋳造法によるバルク金属ガラスの最大径は20mmであることを確認した。 

 

●吸引鋳造法は現在用いていない方法のため、従来法として傾角鋳造法を比較対象にすることは問題無

いと判断した。 
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２．投書内容の「研究費等関係」に係る論点整理及び結果 

（１）企業との関係 

●帳簿等を基に過去5年間における取引業者の納入額を調査した結果、特定の業者に偏った発注等は見

あたらなかった。（納入額の多い上位10社は別紙参照） 

●同様に寄附金についても過去5年間調査した結果、上記取引業者との関連性は見られなかった。（寄附

金額の多い上位10社は別紙参照） 

●利益相反の状況について調査した結果、特段の問題は見受けられなかった。 

●これらのことから、特定業者との癒着はなかったと判断した。 

●指摘されている自らが社長をしているベンチャー企業は、兼業届けの確認及びヒアリングの結果、な

かったと判断される。また、前述したとおり癒着していると思われる企業は存在しないことから、指

摘内容が不明である。なお、客員教授の任用については、教授会の承認事項となっており、その手続

きに瑕疵はなかった。 

●具体的な指摘がないので、調査確認することができない。 

 

（２）研究費の獲得と執行・管理 

●誇大宣伝に該当する事実はなく、「金研大阪センタープログラム」、「世界トップレベル国際研究拠点プ

ログラム」は、厳正な国の審査の結果採択されたものであり、適切に使用されている。 

●競争的研究資金（公的予算（税金））の獲得においては、厳格な国の審査の下、研究資金を配分するか

否かが決定されるものであり、誇大宣伝等で審査が左右されることはないものと考えられる。また、

公的予算の獲得において要求書等の内容を確認した結果、指摘されるような誇大宣伝等の記載の事実

はなかった。）※大阪センター要求書確認済み。世界トップレベル要求書確認済み。 

●無駄遣いの指摘が、国家予算を使ってもバルク金属ガラスの実用化実績がゼロであることを指してい

るとすれば、“１．研究活動関係（２）その他①”で示すように研究費の不正使用には当たらないと判

断する。他方、無駄遣いの指摘が、獲得した研究目的以外の使用を指しているとすれば、過去に獲得

した公的予算の使途について、帳簿等の確認を行った結果、指摘された事実はなかった。また、学内

監査並びに会計検査等において指摘がなかったことからも適正な使用が行われたことは明らかである。 

●設備・装置等の物品管理については、帳簿等を確認したところ、国立大学法人東北大学会計規程、物

品管理事務取扱細則等に基づき適切に管理され、会計検査期間中のみ学内に移動させる工作等の事実

は認められなかった。 

●教員、技術職員、事務職員を対象にヒアリングを実施し、下記の点を確認したが、指摘されるような

会計検査期間中のみ学内に移動させる工作等はないとの証言から、指摘された事実はなかったと判断

した。 

・３～４年前に、ＮＥＤＯグラントで購入した「液体強冷装置」を研究期間終了後に寄附を受け、

所定の手続きをとり京都と長野の企業に移設したことを確認 

・ＲＩＭＣＯＦ経由で所定の手続きをとり、ＪＳＴの予算で購入した装置を研究室に持ち込み使用

② 特定業者との癒着。 

⑥ 自らが社長のベンチャー企業が支援する、通称ＲＩＭＣＯＦプログラムも極めて不透明。ベン

チャー企業は癒着企業Ｍ社内にあり、別の癒着企業Ｓ社の社員が、ここ何年も継続して金研の客

員教授を占める現状等も不可解。 

① 誇大宣伝をエスカレートさせて、「金研大阪センタープログラム」、「世界トップレベル国際研究

拠点プログラム」などを通じてさらなる公的予算（税金）の獲得と、無駄使いの画策に取り組ん

でいる。 

③ 公的予算で購入した装置を会計検査期間中のみ学内に移動させる工作等。 
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している事実を確認 

 

●過去５ヶ年(平成１４年度～平成１８年度)の研究費獲得状況を調査し、国家予算（運営費交付金、補

助金等）及び受託研究費や寄附金等の累計で約２０数億円の獲得は確認したが、指摘のあった１５０

億円を越える国家予算等の獲得の事実は認められなかった。 
●科学研究費補助金等の実績（成果）報告書等を確認したが、報告内容には研究の進展等が実績・成果

として掲載されていることを確認した。 
●金属ガラスをギヤードモータや圧力センサなどの工業製品へ応用することに成功した実績があり、平

成１７年度産学官連携功労者表彰において、内閣総理大臣賞を受賞している。このことから、実用化

実績ゼロとの指摘は誤認と判断した。 
●多様な知と革新性をもたらす基礎研究は、全ての研究開発活動の中で最も不確実性が高いものであり、

その多くは、当初のねらいどおりに研究成果が出るものではなく、短期的な研究成果よりも、むしろ

長期的な将来の応用を目指すものであり、現段階で目に見えるようなドラスティックな実用化がされ

ていなことをもって研究活動に不正があるとの指摘は失当である。 
 

（３）特許申請 

●代表例にある産総研との悶着については、本学、産総研及び三菱マテリアルとの間で行っていた共同

研究の共同出願において、三菱マテリアルから、産総研を経由してクレームがあり、本学関係者の名

前を抜いたことをヒアリングのうえ確認した。 

●本学産学官連携推進本部に確認したところ、共同出願者名から名前を抜いた事実を確認した。 

ただし、名前を抜いた理由については、法人化前の案件による個人帰属のため、確認することはでき

なかったが、その後産学官連携推進本部に対し、本案件に係るクレームは無いことを確認した。 

●他人のアイディアの搾取やアイディアを出し抜く形での特許申請について、具体的事例が示されてい

ないことから、調査確認することはできなかった。 

 

（４）大阪センター設置・運営及びＲＩＭＣＯＦ 

●ＲＩＭＣＯＦとは、（財）次世代金属・複合材料研究開発協会の略称。 

●大阪センターの設置については、平成１８年度概算要求、革新的産業基盤材料創製型ナノ金属材料研

究拠点形成事業「東北大学金属材料研究所附属研究施設大阪センターの設置」として認められたが、

大阪センターの運営については、所内の教授等の委員をもって組織する運営委員会を置き、その運営

に関し審議しており、不適切・不明朗な事項はなかった。 

●ＲＩＭＣＯＦとは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の事業（「高機能高

精度省エネ加工型金属材料（金属ガラス）の成形加工技術開発」（平成14年度～平成18年度））を受

託しており、これに関連して金属材料研究所と共同研究契約を締結していること及びＲＩＭＣＯＦと

はＮＥＤＯ以外にも共同研究契約を締結していることを確認したが、不適切・不明朗な事項はなかっ

た。 

●大阪府知事の発言に関することであり、本学としては回答する立場にない。 

⑥ １５０億円を越える国家予算を使っても、バルク金属ガラスの実用化実績はゼロ。 

⑦ 他人のアイディアの搾取やアイディアを出し抜く形での特許申請 

（代表例は、法的手段に訴えると言われて申請を取り下げた産総研との悶着） 

⑤ ＲＩＭＣＯＦや大阪センター設置・運営に関わる不適切・不明朗事項 

⑧ 大阪センター設置に際し、大阪府がホームページで金研の開発事例として紹介する「関西空港

の屋根、金属バット」等は確認できない。（研究成果の誇大宣伝の繰り返し） 
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３．投書内容の「その他関係」に係る論点整理及び結果 

 

（１）被告発者自らの膨張施策 

●拠点を構成する研究者については、本プログラムの公募要領に示す、「国際的影響力（知名度）」、「大

型の競争的資金の獲得状況」、「論文被引用数」等の客観的な指標に基づき構成されており、指摘され

た膨張施策はなかったと判断した。 

 

（２）対応委員会の対応 

●学内において不正な経理処理が発覚した場合には、本学の「研究不正の防止に係る体制整備について」

の取扱いに基づき、適正な対応を実施している。また、懲戒処分があった場合については、「懲戒処分

の公表の取扱いについて」に基づき公表を行っている。 

 

●対応委員会において、調査のために客員教授を招聘した事実はない。 
 

●本案件については、匿名による研究活動に関する告発のため、本学の「研究活動における不正行為へ

の対応ガイドライン」では受け付けないこととなっているが、被告発者が総長であること、告発内容

が広く社会に流布されていることに鑑み、本学として説明責任があると判断し、研究担当理事のもと

に対応委員会を設置し、ガイドラインを参考に対応してきたものである。したがって、ガイドライン

の取り扱いでは、委員会の設置について、告発者には通知することとしているが、匿名のため通知が

できなかった。また、調査の結果不正が有った場合は、公表することとしているが、公表までの調査

期間中は情報が漏洩しないように秘密保持を徹底している。 

 

●本学のガイドラインは、文部科学省のガイドラインを踏まえて作成したものであり、関係者の人権等

が適切に保護され公正な調査・結果公表が保証される内容となっている。 

 

●対応委員会において、調査のために客員教授を招聘した事実はない。 

●金研の教授会において、通常の人事として関係者の一人を客員教授として招聘することを決定したこ

とを確認した。 

●メールを使用しての内部調査的な活動の実施の事実はない。 

 

① 世界トップレベル研究拠点プログラム等も、一部の関係者・支援者を軸に案を調整し、自らの

関係者の膨張施策を目指している。 

② 教員が不正な経理処理をした事実を確認しても、公表せずに学内処理してしまう体質が認めら

れる。 

③ 学内に中立的な調査委員会等の設置情報は皆無。唯一（とても適正措置とは思えないが）関係

部局が調査内容に関係する一人を客員教授として招聘したとの情報。   

⑧ 東北大学執行部から、部局長連絡会議、教育研究評議会等においても、大学の対応等に関する

一切の説明がないので、学内構成員に実情は全く不明。 

④ 東北大学の研究不正防止関連事項の整備は、関係者の人権等が適切に保護され公正な調査・結

果公表が保証される整備内容とは思えない。 

⑤ 部局の責任者等が、すでに調査らしき行動をしたり、なぜか関係者の一人を客員教授として招

聘することを教授会決定したり、ごく最近では驚いたことにメールを使用して内部調査的な活動

が行われる等、不適切と思われる兆候が認められる。 
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●今回の調査内容で十分であると判断した。 

 

●本学の「研究活動における不正行為への対応ガイドライン」及び委員会での内部的取り決め事項に基

づき対応してきた。 

⑥ 本学内にも、金属ガラスの構造と物性に関する世界的権威がおられます。前述の保護条件を整

備した環境下における調査で、これらの専門家の意見も伺うことが重要。 

⑦ 「最初から問題なし」の結論で対応しようとしている調査委員会 


























